
宮 崎 県 公 報

宮崎県告示第 779号

宮崎県における青少年の健全な育成に関する条例（昭和52年宮崎

県条例第27号）第13条第２項第４号の規定により、青少年に有害な

図書類を認定する団体として、次のとおり指定した。

平成19年９月27日

宮崎県知事 東国原 英 夫

平成 19年 ９ 月 27日（木曜日） 第 1917号

頁

告 示

○青少年に有害な図書類を認定する団体の指定…（青少年男女参画課）１

○指定居宅サービス事業者の指定…………………（高齢者対策課）１

○指定居宅サービス事業の廃止……………………（ 〃 ）１

○指定居宅介護支援事業の廃止……………………（ 〃 ）２

○指定介護予防サービス事業者の指定……………（高齢者対策課）２

○指定介護予防サービス事業の廃止………………（ 〃 ）３

○ふ化業者の登録…………………………………………（畜産課）３

公 告

○大規模小売店舗の変更に関する届出……………（地域産業振興課）３

○大規模小売店舗の変更に関する届出に対する市

町村の意見…………………………………………（ 〃 ）４

○建設業法に基づく建設業者の許可の取消し…………（管理課）４
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告告 示示

指定
年月日

当該団体が定める方法団体の名称

平成

19年

９月

14日

次の標章を、図書類及び包装の表面に

印刷し、又は貼り付けることより表示

する。

コンピュータ

ソフトウェア

倫理機構

平成

19年

９月

14日

次の標章を、図書類及び包装の表面に

印刷し、又は貼り付けることより表示

する。

（基準サイズ）

（縮小サイズ）基準サイズの75％の大

きさ

特定非営利活

動法人コンピ

ュータエンタ

ーテインメン

トレーティン

グ機構

宮崎県告示第 780号

介護保険法（平成９年法律第 123号）第41条第１項本文の規定に

より、次のとおり指定居宅サービス事業者の指定をした。

平成19年９月27日

宮崎県知事 東国原 英 夫

サービスの

種 類

指 定

年月日

指 定 居 宅 サ ー ビ ス
事 業 者

指 定 居 宅 サ ー ビ ス
事 業 所

介 護 保

険 事 業

所 番 号
主たる事務
所の所在地

名 称所 在 地名 称

訪問介護平成19年８月１日宮崎県宮崎市跡江
525番地

社会福祉法人まほ
ろば福祉会

宮崎県宮崎市跡江
609番地１

社会福祉法人 ま
ほろば福祉会 も
もたろう

4570104069

通所介護平成19年８月１日宮崎県宮崎市佐土
原町東上那珂6410
番地２

株式会社プラス・
ワン

宮崎県宮崎市佐土
原町下田島 20305
－65

通所介護 アクテ
ィブセンター

4570104077

特定福祉用具
販売

平成19年８月24日宮崎県宮崎市清水
１丁目10番39号

株式会社粋の家宮崎県宮崎市清水
１丁目10番39号

株式会社 粋の家4570104093

宮崎県告示第 781号

介護保険法（平成９年法律第 123号）第75条の規定により、指定

居宅サービス事業の廃止について次のとおり届出があった。

平成19年９月27日

26亜

14亜

11亜（外白枠を含めると13亜）

（外白枠を含めると

16亜）
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害 2害

宮崎県知事 東国原 英 夫

サービスの

種 類

廃 止

年月日

指 定 居 宅 サ ー ビ ス
事 業 者

指 定 居 宅 サ ー ビ ス
事 業 所

介 護 保

険 事 業

所 番 号
主たる事務
所の所在地

名 称所 在 地名 称

訪問入浴介護平成19年８月１日宮崎県北諸県郡三
股町稗田47－５

医療法人社団白水
会

宮崎県北諸県郡三
股町稗田46－７

訪問入浴介護事業
所ぬくもり

4571700485

訪問看護平成19年８月16日宮崎県日向市原町
３丁目１番24号

有限会社ラフィネ宮崎県日向市原町
３丁目１番24号

ラフィネ訪問看護
ステーション

4570600538

特定福祉用具
販売

平成19年８月31日福岡県福岡市博多
区金隈１丁目５－
13

セピア商事株式会
社

宮崎県宮崎市中村
西２丁目５－５

セピア商事株式会
社福祉機器事業部

4570101727

福祉用具貸与平成19年８月31日福岡県福岡市博多
区金隈１丁目５－
13

セピア商事株式会
社

宮崎県宮崎市中村
西２丁目５－５

セピア商事株式会
社福祉機器事業部

4570101727

通所介護平成19年８月31日宮崎県宮崎市一の
宮町64－１

新電電宮崎株式会
社

宮崎県宮崎市一の
宮町64－１

はまゆうケアセン
ター

4570101958

訪問介護平成19年８月31日宮崎県宮崎市一の
宮町64－１

新電電宮崎株式会
社

宮崎県宮崎市一の
宮町64－１

はまゆうケアセン
ター

4570101958

通所介護平成19年８月31日宮崎県宮崎郡清武
町木原6642番地１

医療法人社団青雲宮崎県宮崎郡清武
町木原6642番地１

お達者倶楽部4571500588

訪問介護平成19年８月31日宮崎県西諸県郡野
尻町東麓1082－１

医療法人興生会宮崎県西諸県郡野
尻町東麓1141－２

押川病院訪問介護
事業所

4571800285

宮崎県告示第 782号

介護保険法（平成９年法律第 123号）第82条の規定により、指定

居宅介護支援事業の廃止について次のとおり届出があった。

平成19年９月27日

宮崎県知事 東国原 英 夫

サービスの

種 類

廃 止

年月日

指 定 居 宅 介 護 支 援
事 業 者

指 定 居 宅 介 護 支 援
事 業 所

介 護 保

険 事 業

所 番 号
主たる事務
所の所在地

名 称所 在 地名 称

居宅介護支援平成19年８月９日宮崎県宮崎市熊野
5667－４

有限会社川添薬局宮崎県宮崎市熊野
5667－４

しもばる薬局4540141720

居宅介護支援平成19年８月13日宮崎県宮崎市老松
１－６－19

有限会社窓木ライ
フ企画

宮崎県宮崎市老松
１－６－19

窓木介護プランセ
ンター

4570101677

居宅介護支援平成19年８月24日宮崎県宮崎市江平
東１丁目３番20号

株式会社はまゆう
環境開発

宮崎県宮崎市高岡
町小山田字八久保
212－５

居宅介護支援事業
所はまゆう

4571900408

居宅介護支援平成19年８月31日宮崎県宮崎市一の
宮町64－１

新電電宮崎株式会
社

宮崎県宮崎市一の
宮町64－１

はまゆうケアセン
ター

4570101958

居宅介護支援平成19年８月31日宮崎県東臼杵郡美
郷町西郷区田代１

西郷村宮崎県東臼杵郡美
郷町西郷区田代29

西郷村国民健康保
険病院

4572100057

宮崎県告示第 783号

介護保険法（平成９年法律第 123号）第53条第１項本文の規定に

より、次のとおり指定介護予防サービス事業者の指定をした。

平成19年９月27日

宮崎県知事 東国原 英 夫
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害 3害

サービスの

種 類

指 定

年月日

指 定 介 護 予 防
サ ー ビ ス 事 業 者

指 定 介 護 予 防
サ ー ビ ス 事 業 所

介 護 保

険 事 業

所 番 号
主たる事務
所の所在地

名 称所 在 地名 称

特定介護予防
福祉用具販売

平成19年8月24日宮崎県宮崎市清水
１丁目１０番３９号

株式会社粋の家宮崎県宮崎市清水
１丁目１０番３９号

株式会社 粋の家4570104093

宮崎県告示第 784号

介護保険法（平成９年法律第 123号）第 115条の５の規定により、

指定介護予防サービス事業の廃止について次のとおり届出があった。

平成19年９月27日

宮崎県知事 東国原 英 夫

サービスの

種 類

廃 止

年月日

指 定 介 護 予 防
サ ー ビ ス 事 業 者

指 定 介 護 予 防
サ ー ビ ス 事 業 所

介 護 保

険 事 業

所 番 号
主たる事務
所の所在地

名 称所 在 地名 称

介護予防訪問
看護

平成19年８月16日宮崎県日向市原町
３丁目１番24号

有限会社ラフィネ宮崎県日向市原町
３丁目１番24号

ラフィネ訪問看護
ステーション

4570600538

介護予防福祉
用具貸与

平成19年８月31日福岡県福岡市博多
区金隈１丁目５－
13

セピア商事株式会
社

宮崎県宮崎市中村
西２丁目５－５

セピア商事株式会
社福祉機器事業部

4570101727

特定介護予防
福祉用具販売

平成19年８月31日福岡県福岡市博多
区金隈１丁目５－
13

セピア商事株式会
社

宮崎県宮崎市中村
西２丁目５－５

セピア商事株式会
社福祉機器事業部

4570101727

介護予防通所
介護

平成19年８月31日宮崎県宮崎市一の
宮町64－１

新電電宮崎株式会
社

宮崎県宮崎市一の
宮町64－１

はまゆうケアセン
ター

4570101958

介護予防訪問
介護

平成19年８月31日宮崎県宮崎市一の
宮町64－１

新電電宮崎株式会
社

宮崎県宮崎市一の
宮町64－１

はまゆうケアセン
ター

4570101958

介護予防通所
介護

平成19年８月31日宮崎県宮崎郡清武
町木原6642番地１

医療法人社団青雲宮崎県宮崎郡清武
町木原6642番地１

お達者倶楽部4571500588

介護予防訪問
介護

平成19年８月31日宮崎県西諸県郡野
尻町東麓1082－１

医療法人興生会宮崎県西諸県郡野
尻町東麓1141－２

押川病院訪問介護
事業所

4571800285

宮崎県告示第 785号

養鶏振興法（昭和35年法律第49号）第７条第１項の規定により、

次の者をふ化業者に登録した。

平成19年９月27日

宮崎県知事 東国原 英 夫

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第２項の規

定により、大規模小売店舗の変更に関する届出があったので、届出

書その他関係書類を次のとおり縦覧に供する。

なお、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活

環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、本日

から４月以内に宮崎県知事に意見書を提出することができる。

平成19年９月27日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地

都城ショッピングセンター

都城市千町4351－２ 外

２ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法

人にあっては代表者の氏名

株式会社トーア 代表取締役 渡瀬 登

ふ 化 場登 録 業 者
登 録
年 月 日

登 録
番 号

住 所名 称住 所名 称

児湯郡川

南町大字

川南1965

２番地

株式会社

森孵卵場

南九州支

店

児湯郡川

南町大字

川南1965

２番地

株式会社

森孵卵場

南九州支

店

平成19年

９月19日

宮崎

19－４

号

公公 告告
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害 4害

都城市早水町4500番地

３ 変更しようとする事項

茨 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

臼 駐車場の自動車の出入口の数及び位置

（変更前）敷地内駐車場北側 ２箇所

敷地外駐車場北側 １箇所

合計 ３箇所

（変更後）敷地内駐車場北側 ３箇所

敷地外駐車場北側 １箇所

合計 ４箇所

４ 変更する年月日

平成19年９月５日

５ 変更する理由

建物敷地北西側にガソリンスタンドを増設するため

６ 届出年月日

平成19年９月4日

７ 届出書その他関係書類の縦覧場所及び期間

茨 場所

宮崎県商工観光労働部地域産業振興課、宮崎県西臼杵支庁総

務課、宮崎県日南商工労政事務所、宮崎県都城商工労政事務所

及び宮崎県延岡商工労政事務所

芋 期間

平成19年９月27日から平成20年１月28日まで

８ 意見書の提出先及び期間

茨 提出先

宮崎県商工観光労働部地域産業振興課

芋 期間

平成19年９月27日から平成20年１月28日まで

９ 意見書の記載事項

意見書には、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地

域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見ととも

に、意見書提出者の氏名又は名称及び住所並びに当該大規模小売

店舗の名称を日本語により記載すること。

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第８条第１項の規

定により、小林市から意見を聴取したので、当該意見を記載した書

面を次のとおり縦覧に供する。

平成19年９月27日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地

ドラッグストアモリ小林店・マックハウス小林店

小林市大字水流迫上之原 648番25 外５筆

２ 意見の概要

当該店舗の変更に伴う周辺地域の生活環境への影響については、

大規模小売店舗立地法第4条により、定める指針を満たしているの

で意見を有しない。

３ 意見を記載した書面の縦覧場所及び期間

茨 場所

宮崎県商工観光労働部地域産業振興課、宮崎県西臼杵支庁総

務課、宮崎県日南商工労政事務所、宮崎県都城商工労政事務所

及び宮崎県延岡商工労政事務所

芋 期間

平成19年９月27日から平成19年10月29日まで

建設業法（昭和24年法律第 100号）第29条第１項の規定により、

建設業者許可を次のとおり取り消した。

平成19年９月27日

宮崎県知事 東国原 英 夫

処分をした年月日
処分の原因と

なった事実

処分の内容処分を受けた建設業者

取り消した業種
許可の
区分

主たる営業
所の所在地

代表者の氏名商号又は名称許可番号

平成19年９月18日建設業法第29
条第１項第２
号該当

土木工事業、とび・
土工工事業、ほ装工
事業

一般宮崎県宮崎
市大字郡司
分甲4884

比江島 忠重禍宮崎工商宮 崎 県 知 事 許 可
(般－18)第9658号
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